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性能創造型設計によるコンクリート構造設計施工規準の作成について

池田　尚治＊1・上杉　泰右＊2

1．は じ め に
性能創造型設計法はこれまでにない先駆的な概念に基づ
く設計法であり当協会のプレストレストコンクリート規準
委員会（以下規準委員会）において委員長（第一著者）の
発案によって規準化が決定され，その基本的素案ができた
段階で規準作成の委員会を立ち上げて集中的に約 1年間の
活動で規準作成が行われてきたのである。予定どおり
2011年 2月までにその最終案を起草し 3月 16日の規準委
員会で最終審議が行われる。本稿はこの規準化の趣旨とそ
の内容について述べるものである。

2．規準化の背景

㈳プレストレストコンクリート技術協会は，1958年に
設立されて以来，わが国のプレストレストコンクリート
（PC）技術の発展と普及に大きく貢献してきた。1994年に
は PC技術規準研究委員会を設立し，PC関係各社からの
受託の形式により，PPC構造設計規準（案）（1996年），
外ケーブル構造・プレキャストセグメント工法設計施工規
準（案）（1996年），複合橋設計施工規準（案）（1999年），
PC構造物耐震設計規準（案）（1999年），PC斜張橋・エ
クストラドーズド橋設計施工規準（案）（2000年）など，
各種技術規準類の整備を本格的に進め，新しい形式や技術
に対する PC構造物の発展，普及に大いに有用であったも
のと思われる。
一方，当協会では種々の受託調査研究も行っており，

PC橋脚の耐震（1999年），高強度鉄筋 PPC構造（2003

年），プレテンションウェブ橋（2003年），PCグラウト
（2005年），および高強度コンクリート PC構造（2008年）
の各ガイドラインあるいは指針をまとめ公表してきた。
以上に述べた規準類などの整備活動は，すべて受託業務
として行われたが，これらの成果の継承と発展および急速
な PC技術の進歩に対応すべく，当協会は，常設の委員会
として 2001年に PC技術規準委員会を新たに設置した。
その成果として，2005年には外ケーブル・プレキャスト
セグメント工法，複合橋，および貯水用円筒形タンクの各
設計施工規準を，2009年には PC斜張橋・エクストラドー
ズド橋設計施工規準を定めて発刊した。
これらの活動と並行して規準委員会では各規準の基本と
なるコンクリート構造規準の起草が必要とされ，その基本

的概念としてまったく新しい概念の性能創造型（Perform-
ance-creative）の規準とすることが提案されて本質的な議
論が開始された 1 ～ 4）。
さて，世界的に規準類の体系が 1960年代から終局強度
設計法あるいは限界状態設計法に移行し始め，わが国では
1986年に土木学会コンクリート委員会がコンクリート標
準示方書を限界状態設計法に基づく書式に改めた。そこ
で，上述の当協会の規準類には基本的にいずれも限界状態
設計法の書式を採り入れることとなった。
一方，それまでの仕様準拠型（Prescription-based）規準

の問題点が指摘され，世界的に性能準拠型（Performance-
based）への移行が図られた。構造物を合理的に構築しよ
うとする場合，真に評価されるものはその供用中の性能で
あるので，建設時の仕様は単なる手段に過ぎず，本来，構
造物の合理性の追求には性能準拠の方が妥当であると考え
られる。しかしながら，長年月にわたり供用される構造物
の性能を設計施工の段階で的確に規定することは必ずしも
容易でないことも事実であり慎重な配慮が必要であるとい
える。
性能照査については，設計時の主要な行為の一つである
ことはいうまでもないことであり，ISO（国際標準化機構）
にもその手法が示されている。ところが，土木学会のコン
クリート標準示方書が前述のように性能照査をもって設計
そのものとしたことを契機に，規準委員会では設計行為の
創造的な重要性について議論が深められた。その結果，構
造物の性能は基本的に設計者が創造するものであるとの見
解に達し，性能創造型の設計施工規準を早急に定める必要
性のあることが強く認識された。
性能創造型はこれまでにない新しい概念であるだけに規
準化にあたっては骨子となる素案をまず規準委員会で起草
し，2010年にこの素案をベースとして，性能創造型の規
準作成のための「コンクリート構造設計施工規準作成委員
会」を規準委員会の中に組織し集中的な活動を行ってき
た。

3．規準作成の目的

設計施工された構造物は，長年にわたり国民の富の形成
に寄与することとなる。設計行為とは，本来照査を基本と
する受身のものでなく，まさに人工環境を創造する能動的
なものである。すなわち，設計行為の基本は，与えられた
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サブジェクト（設計課題）を妥当なオブジェクト（設計成
果物）に変換する創造的行為であるといえる。本規準は，
性能を創造する方向で実施するための基本的な考え方を示
すことを目的とする。
また，この新しい規準の起草に際しては，プレストレス
トコンクリートと鉄筋コンクリートとを包括的に取り扱う
こと，複合構造物にも適用できることを目標とした。本規
準は，1996年に定めた PPC構造設計規準（案）を見直す
ことで，当協会の定める各種の規準類の中心的かつ共通的
な役割を果たすことも目的のひとつとしている 5）。
以下に「コンクリート構造設計施工規準（性能創造型設
計）」の内容の骨子について報告する。

4．規準の内容

4.1　適用の範囲
本規準は，コンクリート構造物を具現化する際に要求さ
れる機能を設定し，各種の構造や材料を用いてその機能を
満たす性能を有するコンクリート構造物を，性能創造型設
計に基づき設計・施工するために必要な規定を定めたもの
である。
また，鉄筋コンクリートからプレストレストコンクリー

トまでのコンクリート構造に関する設計・施工を包括する
基本的な規準となるものである。コンクリートを統一理論
で設計することを目指すとともに，超高強度コンクリート
に代表されるような高性能コンクリートや高強度鉄筋・高
強度 PC鋼材などの新しい鋼材についても積極的に取り入
れることが可能な規準としている。

4.2　性能創造型設計の理念
性能創造型設計は，従来の設計法のように構造物が果た
すべき機能と保有する性能を比較する照査手法ではなく，
機能を満足するような性能を創造することから始める設計
法である。6 ～ 8）

荷重変位曲線を例にとった場合，本規準では機能と性能
を図 - 1のように定義する。機能とは，構造物への作用
に対する応答の限界値に相当するもの（たとえば荷重 P1

時のたわみがδ1以内）である。一方，性能とは作用に対
する応答そのものである。これは，性能 Aや性能 Bのよ
うに，いろいろな作用と応答の関係を考えることが可能で
ある。この関係を作成することとは，実設計においては，
構造物を施工法や経済性などを加味して性能を組み立てて
いく作業である。この作業が性能創造となる 9）。
この機能と性能の関係を，図 - 1に示したような荷重
変位曲線を例に取り，時間軸を加えた構造物のライフサイ
クルの中で見ると図 - 2のようになる。性能 Aは，ミニ
マムメンテナンスの構造物として，設計供用期間開始時（t

＝ t0）に，設計供用期間終了時（t＝ t2）においても性能 Aʼ
のように果たすべき機能を満足するよう，建設時に余裕を
もった性能を保有させるものである。一方，性能 Bは補
修・補強を繰り返しながら設計供用開始時（t＝ t0），設計
供用期間中（t＝ t1）ならびに設計供用期間終了時（t＝
t2）においても性能 Bʼ のように機能を満足するように性能
を保持していくものである。

このように設計行為とは，ある時間での性能と時間の経
過にともなう性能の両方のプロセスにかかわるものである
こと，また構造物が果たすべき機能に対して，意図した性
能を付与する設計者の創造的な行為であるといえる。
従来の設計方法では，性能照査型設計が取り入れられて
いる。これは，与条件としての機能を満足しているかどう
かを，荷重が作用した結果である性能の大小関係で照査す
るものである。しかし性能は設計者が選択するものなの
で，構造物の完成時ばかりでなく設計供用期間を通じて設
計しなければならないといえる。よって，従来の規準では
想定されていない事項も多く，ここが設計者の創造性を発
揮する点となる。
また，本規準では性能創造のレベルを，以下の 3種類に
区分することとした。ただし，このレベル区分は性能創造
の程度をわかりやすくするための表示方法であり，設計・
施工においてそのレベルを規定するものではない。
レベル 1：経験の範囲内または経験により容易に取り扱

うことができる性能創造のレベル

図 - 1　機能と性能の関係

図 - 2　ライフサイクルにおける機能と性能の関係
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レベル 2：過去に経験していない構造形式あるいは構造
規模を取り扱う性能創造のレベル

レベル 3：きわめて先進的な技術であり，詳細な研究や
実験を必要とする性能創造のレベル

4.3　性能創造型設計の手順
構造物の構築が計画されると，まず構造物が果たすべき
機能が設定される。この機能とは構造的な機能のみを指す
ものではなく，景観性，維持管理性，経済性といった社会
的な機能も含まれる。そしてこの機能を満足する性能を性
能創造型設計により創造し，設計者が意図した性能をもつ
構造物を建設することが一つの課題になる。この課題が設
計課題として位置付けられる。
次に，この設計課題を各種の構造や材料を用い性能創造
型設計によって意図した構造物に具現化する。この実現さ
れた対象物を設計成果物とし，種々の観点から性能照査を
することとなる。このように，性能創造型設計とは，対象
としての構造物を設計課題から設計成果物に変換すること
にある。
すなわち，性能創造型設計は，①構造物の機能をまず
確定し，②その機能を満たす性能を創造するように構造・
形式や材料を設定し，③その構造物の性能が所期の機能
を満たすことを照査する　という手順で実施することとな
る。なお，設計課題と設計成果物は，立場や発注形態など
によりそれぞれ異なってくることに留意する必要がある。
一方，構造物の施工もさまざまな方法が考えられ，その
施工方法によっても構造物の性能が大きく異なってくる。
すなわち，施工方法の提案も一つの性能創造であり，計
画・設計時から意識することが重要となる。また，性能照
査の際の安全係数の設定も創造的な事項の一つである。と
くに，施工時における安全係数の設定は，もっとも創造的
な作業であるといえる。
従来の設計法と性能創造型設計の設計フローの比較を図

- 3に示す。

性能創造型設計において重要となる項目は，以下のとお
りである。
①供用性，安全性，耐久性
種々のシナリオを想定して，これらに対する供用性，安

全性，耐久性を合理的に満足するような設計を創造的に行
う。
②設計供用期間と耐久性および維持管理手法
耐久的な構造物を建設しようとする場合，まず設計供用
期間を設定することが重要である。設計の時点で耐久性を
考える場合，維持管理の手法をあらかじめ想定することが
必要である。
③既存の設計に対するレビュー
既存の類似構造物に対してレビューを行うことを心掛

け，これらからの教訓を得ることを積極的に行う必要があ
る。とくに失敗例についてレビューし，その結果を性能創
造に生かすことが重要となる。
④新材料，新工法，複合化の積極的採用
高強度コンクリート，高性能コンクリート，有機または
無機繊維混入によるひび割れ防止，浸透性塗布材使用によ
る耐久性向上，波形鋼板ウェブによる複合化，プレテンシ
ョンウェブの採用など，新しい技術を積極的に調査検討し
て合理的な性能創造を目指す。
⑤技術開発による経済合理性の追求
性能創造にとって，技術開発は主要な手段である。これ
によって真の経済性向上を追求する。
⑥設計思想の透明化
供用性，安全性，耐久性，景観性，維持管理性，経済性
などに関して，どのような観点から性能が創造されている
かを明確に示し，設計思想の透明性向上を図る。
設計は設計者が行う行為であり，設計の結果は設計者が
責任をもつことを名誉とする。設計者は機能をもとに提案
された設計課題から設計成果物へと変換する設計業務を創
造的に行う。また，設計者は，設計課題から業務を開始す
るのみでなく，設計課題そのものを創出して提案すること
もありうる。対象とされたプロジェクトを設計課題そのも
のとすることは勿論であるが，その周辺全般の状況を把握
し，将来像を描いてプロジェクトの基本計画としての設計
課題を立案する。
設計者は新しい人工環境を創造する役割を担う。したが
って，単に環境に適合するだけでなく環境を改善すること
を考えなければならない。景観に関する認識も重要であ
る。建設行為および構築後の周辺への影響と環境との関連
性を把握し，持続可能な発展を目指すために，資源消費量
あるいはエネルギー使用量の削減も視野に入れる必要があ
る。

4.4　機能と性能
構造物の機能とは，供用目的に応じて構造物が果たすべ
き役割であり，荷重や変形量の規定が該当する。すなわ
ち，構造形式や材料によらず法・規準・社会条件・環境条
件などにより決定されるものであり，原則として設計供用
期間を通じて一定である。
上記に示した構造物の機能に対して，この機能を満足さ図 - 3　従来設計法と性能創造型設計法の比較
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せるような性能を創造する。この性能には，基本的な構造
物の性能としての供用性，安全性，耐久性のほか，景観
性，維持管理性，経済性，省資源，環境負荷低減などの社
会的な性能も考慮することが望ましい。これらの性能は，
相互に干渉し合ういわゆるトレードオフの関係になる場合
もあるため，構造物の重要度，立地条件，環境条件などを
配慮して適切に定めることが必要となる。

4.5　使 用 材 料
⑴　コンクリート
本規準では，設計基準強度が 60 N/mm2以下のものを普

通強度コンクリートと定義するとともに，それ以上の強度
を有するコンクリートについても，構造の合理性などによ
り必要に応じて使用することが可能な規準とした。ただ
し，それらのコンクリートを使用する場合は，必要に応じ
て実験を行うなどして諸特性を検討するか，別途，使用す
る材料に応じた規準類に従う必要がある。なお，コンクリ
ートの設計基準強度により次のように分類する。
・普通強度コンクリート
設計基準強度が 60 N/mm2以下のコンクリート

・高強度コンクリート
設計基準強度が 60 N/mm2を超え 160 N/mm2以下の
コンクリート
・超高強度繊維補強コンクリート
設計基準強度が 150 N/mm2以上の繊維補強セメン

ト質複合材
⑵　鉄　　　筋
本規準では，降伏強度が 235～ 625 N/mm2の構造用鉄
筋を普通強度鉄筋と定義するとともに，それ以上の強度を
有する高強度鉄筋など特殊な鉄筋についても，構造の合理
性などにより必要に応じて使用することが可能な規準とし
た。ただし，それらの鉄筋を使用する場合は，必要に応じ
て実験を行うなどして諸特性を検討するか，別途，使用す
る材料に応じた規準類に従う必要がある。なお，本規準に
おいては，鉄筋の降伏強度により次のように分類する。
・普通強度鉄筋
降伏強度が 235～ 625 N/mm2の構造用鉄筋

・高強度鉄筋
降伏強度が 625 N/mm2を超える構造用鉄筋

⑶　P C 鋼 材
本規準では，JIS G 3536に適合する範囲内の強度を有す

る PC鋼線および PC鋼より線，JIS G 3109および JIS G 

3137に適合する範囲内の強度を有する PC鋼棒を普通強度
PC鋼材と定義するとともに，それ以上の強度を有する高
強度 PC鋼材など特殊な PC鋼材についても，構造の合理
性などにより必要に応じて使用することが可能な規準とし
た。ただし，それらの PC鋼材を使用する場合は，必要に
応じて実験を行うなどして諸特性を検討するか，別途，使
用する材料に応じた規準類に従う必要がある。なお，本規
準においては，PC鋼材の強度により次のように分類する。
・普通強度 PC鋼材

JISに適合する範囲内の強度を有する PC鋼材
・高強度 PC鋼材

JISに適合する範囲を超える強度を有する PC鋼材
⑷　その他材料
本規準の適用範囲の構造物に使用する材料は，一般のコ
ンクリートおよび鋼材のほかに，PC鋼材の定着具・シー
ス・PCグラウトなどのように従来から用いられているも
の，樹脂被覆鉄筋・樹脂被覆 PC鋼材・プレグラウト PC

鋼材などのように従来から用いられている材料にある性能
を付与し，新たに開発されたものなどがある。これら新し
く開発された材料の中には，構造物の合理的な設計を行う
ために有効なものもあり，必要に応じて使用することがで
きる。ただし，使用する際には，材料自体の諸特性を把握
するだけでなく，構造物に与える影響も十分把握する必要
があり，必要に応じて実験を行うなどして諸特性を検討す
るか，別途，使用する材料に応じた規準類に従わなければ
ならない。

4.6　限 界 値
コンクリート構造物が，設計供用期間中ならびに施工中
に供用性，安全性，耐久性などの機能を保持するためには，
供用限界状態，終局限界状態，疲労限界状態の各限界状態
のほか，耐久性および施工時に関して，構造物の種類と利
用目的，環境条件，部材条件などを考慮し適切に限界値を
設定し照査することを明記した。
耐久性については，設計供用期間中に塩害・中性化によ
る鋼材腐食や凍害，化学的侵食などによるコンクリート劣
化により供用性や安全性などの機能を損なわないよう照査
することとした。
また，施工時においては，構造物完成後の供用性，耐久
性にも影響を与えることが考えられることから，限界値の
設定には留意を要することを示し，施工時における本体構
造物ならびに仮設構造物の安全性については，構造物の種
類や荷重条件に応じ適切に設定するものとした。

4.7　性 能 照 査
構造物の性能照査を合理的に行うためには，性能項目を
可能なかぎり直接表現することができる照査指標を用い
て，限界値と応答値の比較を行うことが原則である。本規
準では PC技術協会における性能照査法を研究した，「PC

構造物の性能照査法研究委員会報告書」などを参考に，設
計計算により行う照査は，構造物あるいは構成部材が限界
状態に至らないことを確認することを基本とした。
供用性，安全性，耐久性の保有すべき性能に対する照査
項目および照査指標と限界状態の関係の例を表 - 1に示
す。

表 - 1　照査項目・指標と限界状態

性能 照査項目・照査指標 限界状態

供用性
外　観＝ひび割れ幅，応力度
走行性＝変位・変形，応力度
水密性＝ひび割れ幅，応力度

供用限界状態

安全性
断面破壊＝断面力 終局限界状態

疲労破壊＝断面力，応力度 疲労限界状態

耐久性
鉄筋・PC鋼材の腐食＝ひび割れ幅，応力度

中性化，塩化物イオン
コンクリートの劣化＝ ASR，凍害，化学的浸食

―
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耐久性は，本来設計時に時間とともに変化する性能を明
確に規定し，時間と性能の対応として定義すれば，設計行
為のなかで自動的に満足するものである。しかし，現時点
では劣化曲線などを正確に予想する技術がまだ十分に確立
していないため，耐久性は最新の研究を取り入れられるよ
うに配慮した。

4.8　構 造 細 目
構造細目は，その都度設計計算や照査を実施しなくても
済むよう，また経験上このように計画しておけば安心・安
全な性能を実現するといういわば最低ラインの決めごとを
規定するものである。本規準における構造細目は，時には
機能を満たすものとなり，時には性能を向上させるものに
もなり得る存在であり，供用性・安全性の確保，施工性・
経済性の向上に資する，最小限守るべく項目について示す
こととした。
ただし，これらは従来の知見に基づいた細目事例である
ため，従来材料の範疇での計画・設計による場合の構造細
目の一例として示したものである。したがって新材料を用
いた計画・設計においては，必要に応じて実験などによる
確認を行ったうえで，適切な構造細目を決定して計画・設
計に反映する必要がある。

4.9　施　　　工
コンクリート構造物の施工にあたっては，まず安全に構
造物が構築され，かつ品質が確保されることが必須条件と
なる。さらに，より早く，より経済的に施工されることが
求められるのはいうまでもない。これらを実現するには，
設計段階から施工方法や施工性を考慮することが重要とな
る。また，施工計画を立案したり施工したりする際には，
既存の類似構造物に対するレビューの結果を参考にするこ
と，当該工事が終了した際には，今後，類似構造物を設計・
施工する際に，当該物件について適切にレビューを行える
ように，それに必要な施工記録を残すことが重要であるこ
とを示した。
本規準では，上述した安全性，品質，工期，経済性を確
保するために，①設計図書に示されたコンクリート構造
物を施工する際，②支保工や型枠などの仮設構造物を設
計する際に，どのようにして性能創造型設計の概念を取り
入れるかについて基本的な考え方を示した。

⑴　設計図書に示されたコンクリート構造物の施工
現場における種々の制約条件や要求を解決するために，
従来にない新しい発想で施工方法を考案し，それを実現す
るために詳細な検討や実験によって施工の安全性を確認す
るという行為は，性能創造型設計の概念を取り入れた施工
であるといえる。このようにコンクリート構造物の施工に
性能創造型設計の概念を取り入れても，施工の原則は従来
と大きく変わるものではない。しかしながら，新工法，新
材料および新しい構造形式を採用する場合には，施工方法
が確立されていなかったり，施工時の挙動が明確でなかっ
たりする場合があるため，より綿密な施工計画を立案し，
より入念に施工管理を行う必要がある。

⑵　仮設構造物における創造型設計概念の取り入れ方
支保工や型枠などの仮設構造物を設計する際には，簡易

的・経験的な方法を適用するのが一般的であり，設計条件
（荷重条件，境界条件など）や安全率は既往の事例に基づ
きマニュアルなどに従って設定されるのが通常である。こ
れに対して，現実の状況を把握し，より実際に即した条件
を設定して設計を行う行為は，仮設構造物の設計に性能創
造型設計の概念を取り入れたといえる。
施工計画において，支保工や型枠などの仮設構造物の設
計を行う場合，本設構造物の設計とは異なり，設計を簡素
化するため簡易な計算方法が用いられることが多く，計算
を行わず経験則に基づいて構造を決定する場合もある。支
保工や型枠などのモデル化，支持条件，作用する荷重の流
れや荷重を負担する範囲などの荷重条件は，一般には安全
側になるように設定されており，ある程度の安全率が確保
されるようになっている。これに対して，支保工や型枠設
備に用いる鋼材やボルトなどの資材については，施工中は
再現期間が短いという理由から，安全率が低く設定されて
いるのが通常である。
このような方法で設計された仮設構造物は，これまで多
くのコンクリート構造物の構築に使用されているが，支保
工の崩壊などの事故が幾度か発生しており，必ずしも従来
の設計の考え方に問題がなかった訳ではない。また，近
年，設計・解析技術の向上にともない，より高度な施工技
術を必要としたり，あるいは高強度の新材料を用いたコン
クリート構造物が増加しており，このようなコンクリート
構造物に対する仮設構造物を計画・設計するにあたっては，
従来の考え方が必ずしも適切とは言えない。したがって，
仮設構造物を従来の方法により設計する場合でも，基本に
立ち返って設計条件の妥当性を確認し，必要であれば設計
条件や安全率を実情に即して設定し直すことが重要であ
る。なお，従来の設計方法で設定されている種々の設計条
件が，実際の状況に対して安全側になりすぎている場合に
は，より現実に即した条件とすることで，合理的，経済的
な設計が可能になる場合がある。

4.10　維 持 管 理
維持管理に性能創造型設計の概念を取り入れる場合の基

本的な考え方を示した。
コンクリート構造物の管理者および保有者は，設計供用
期間中にコンクリート構造物が所要の機能を満たすため
に，適切に維持管理計画を立案し，維持管理を行う必要が
ある。維持管理にあたっては，どのような点に留意すれば
よいかということをあらかじめ明確にし，維持管理計画を
立案することが必要である。とくに，従来とは異なる新し
い考え方を用いて，新材料や新しい構造形式を取り入れた
構造物は実績がほとんどないため，維持管理上の問題点が
明らかになっていない。設計・施工の段階において，将来
的な維持管理上の留意点はある程度予想されることから，
維持管理者にこれらのポイントを確実に引き継ぐことが重
要である。
実際の施工や維持管理を行うことによって，初めて得ら
れるさまざまな事象を維持管理計画の立案時に把握してお
くことは容易ではない。したがって，既往の類似物件で得
られたレビューの結果は非常に有用なデータとなるため，



75Vol.53,  No.3,  May  2011

委員会報告

維持管理計画を立案し，実際に点検や診断を行うにあたっ
ては，類似物件のレビューの結果を参考とするのがよい。
さらに維持管理計画には，構造の特徴を考慮した点検項
目や点検時の着目点が示されるとともに，維持管理を行う
につれて劣化機構に関する新たに得られた知見などを，随
時取り入れることによって，維持管理計画を修正して行く
ことが望ましい。
また，将来の維持管理に配慮した設計・施工を行い，点
検が容易な構造を採用することや点検設備を整備するこ
と，また新たな点検手法を開発することなども重要とな
る。

5．お わ り に

本稿では，プレストレストコンクリート技術規準委員会
内に設置された「コンクリート構造設計施工規準作成委員
会」において作成したコンクリート構造設計施工規準の最
終案について紹介した。
現在，規準本文はほぼ完成しており，資料編の作成に入
っている段階である。資料編は，性能創造型設計がより具
体的にイメージできるように，性能創造型設計・施工され
た構造物の事例をいくつかあげ，性能創造型設計・施工の
概要と特徴，採用理由，採用経緯ならびに検証方法などを
示す予定である。本規準は，今秋に PC技術規準シリーズ
として出版することを目指している。

1998年の国際構造コンクリート連合（fib）の統合設立
以来，その主要課題であったモデルコードの起草がようや
くほぼまとまり，2010年に fibは「コンクリート構造モデ
ルコード原案」（Model Code 2010-First complete draft，fib 

Bulletin　55および 56）を出版した。今後はこのモデルコ
ード原案を参照し，世界に先駆けたこの性能創造型の規準
の発展を進めたいところである。関係各位の今後一層のご
支援を是非ともお願いする次第である。
最後に，コンクリート構造設計施工規準作成委員会の構
成を参考文献の後に示す。
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